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小児集中治療室(PICU)

0

1

2

3

4

5

6

7

北

海

道

青

森

岩

手

宮

城

秋

田

山

形

福

島

茨

城

栃

木

群

馬

埼

玉

千

葉

東

京

神

奈

川

新

潟

富

山

石

川

福

井

山

梨

長

野

岐

阜

静

岡

愛

知

三

重

滋

賀

京

都

大

阪

兵

庫

奈

良

和

歌

山

鳥

取

島

根

岡

山

広

島

山

口

徳

島

香

川

愛

媛

高

知

福

岡

佐

賀

長

崎

熊

本

大

分

宮

崎

鹿

児

島

沖

縄

無菌治療室（手術室は除く）

特殊診療設備の都道府県別病床数④

※人口１０万人当たり

※０～１４歳人口１０万人当たり

出典：平成２０年度「医療施設調査」（平成２０年１０月１日現在）
統計局「人口推計」（平成２０年１０月１日現在）

○ 小児集中治療室（ＰＩＣＵ）の0～14歳人口10万人当たり病床数は0.8床。都道府県別にみると、最多は秋田県（13.3
床）。病床を持たない県も多く、特に北陸や四国、九州で顕著。

○ 無菌治療室（手術室は除く）の人口10万人当たり病床数は2.1床。都道府県別にみると、最多は鳥取県（6.1床）、最尐
は奈良県（0.6床）。
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放射線治療病室

0

2

4

6

8

10

12

14

北

海

道

青

森

岩

手

宮

城

秋

田

山

形

福

島

茨

城

栃

木

群

馬

埼

玉

千

葉

東

京

神

奈

川

新

潟

富

山

石

川

福

井

山

梨

長

野

岐

阜

静

岡

愛

知

三

重

滋

賀

京

都

大

阪

兵

庫

奈

良

和

歌

山

鳥

取

島

根

岡

山

広

島

山

口

徳

島

香

川

愛

媛

高

知

福

岡

佐

賀

長

崎

熊

本

大

分

宮

崎

鹿

児

島

沖

縄

外来化学療法室

特殊診療設備の都道府県別病床数⑤

※人口１０万人当たり

※人口１０万人当たり

出典：平成２０年度「医療施設調査」（平成２０年１０月１日現在）
統計局「人口推計」（平成２０年１０月１日現在）

○ 放射線治療病室の人口10万人当たり病床数は0.2床。都道府県別にみると、最多は秋田県（0.9床）。福島県、茨城県、
富山県、岐阜県、奈良県、和歌山県、鹿児島県は病床を持たない。

○ 外来化学療法室の人口10万人当たり病床数は6.9床。都道府県別にみると、最多は新潟県（13.1床）、最尐は埼玉県
（4.5床）。
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診療報酬上の機能と患者の状況
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７：１入院基本料(N=6,821)

１０：１入院基本料(N=4,493)

亜急性期入院医療管理料１(N=2,355)

亜急性期入院医療管理料２(N=598)

回復期リハ病棟入院料１（加算有り）(N=5,617)

回復期リハ病棟入院料１（加算無し）(N=3,110)

回復期リハ病棟入院料２(N=1,008)

在宅 病院（回復期リハビリテーション病棟を除く） 回復期リハビリテーション病棟

介護老人保健施設（老人保健施設） 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） その他

入棟前（入室前）の居場所

※診療報酬改定結果検証に係る特別調査（平成２１年調査）を基に作成 ４８
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入棟時 最高点日 退棟時 入棟時 最高点日 退棟時 入院中 入院中

７対１入院基本料 10対１入院基本料 亜急性期入院医学管

理料１

亜急性期入院医学管

理料２

入院中の患者の状況

Ａ得点（モニタリング及び処置等の状況） Ｂ得点（患者の状況等）

注） Ａ得点とは、患者のモニタリング及び処置等の状況について、以下に掲げる事項により点数化を行ったもの。なお、亜急性期入院医学管
理料を算定する病院とその他の入院基本料を算定する病院とでは、点数化の基礎となる項目が異なるため、単純な比較はできない。

・ ７対１入院基本料算定病院および10対１入院基本料算定病院については、創傷処置、血糖測定、時間尿測定、呼吸ケア、点滴ライン
同時３本以上、心電図モニター等の９項目

・ 亜急性期入院医学管理料を算定する病院については、創傷処置、血糖測定５回以上、時間尿測定、人工呼吸器管理、酸素吸入、気
道内吸引等の３２項目

Ｂ得点とは、寝返り、起き上がり、座位保持、移乗等の７項目により、患者の状態等について、点数化を行ったもの。なお、亜急性期入院
医学管理料を算定する病院とその他の入院基本料を算定する病院とでは、点数化の基礎となる項目が異なるため、単純な比較はできない。

（ｎ＝5,947） （ｎ＝5,940） （ｎ＝6,103） （ｎ＝3,82）（ｎ＝2,383）（ｎ＝1,806）（ｎ＝1,690）（ｎ＝1,744）

※診療報酬改定結果検証に係る特別調査（平成２１年調査）を基に作成

○ 患者の状態像をみたところ、急性期の患者により手厚い体制で対応する７対１入院基本料、１０対１入院基本料を算定する病棟
の入院患者は、主に急性期治療を経過した患者に対応する亜急性期入院医学管理料を算定する病室の入院患者よりも看護の必
要性が高く、また、生活の自立度が低かった。
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回復期リハ病棟入院料１（加算有り）(N=5,617)

回復期リハ病棟入院料１（加算無し）(N=3,110)

回復期リハ病棟入院料２(N=1,008)

在宅 病院（回復期リハビリテーション病棟を除く） 回復期リハビリテーション病棟

介護老人保健施設（老人保健施設） 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） その他

退棟後（退室後）の居場所

※診療報酬改定結果検証に係る特別調査（平成２１年調査）を基に作成 ５０


